
平成19年9月分  

特定入所者介護予防サービス費分  

（3）居宅介護サ  ービス利用料収入  

ア 介護予防短期入所生活介護   

厄‾蚕盲【「、一】‾‾ul、、   
至②滞在費  
l    ．、＿▼▼＿      ＿ ＿．＿  

（再掲）①食費・②滞在費のうち  

A弓 弓  ③三荒譜窒琵姦墓誌志孟墓宝讐警要覧諾芸墓チ要望讐墓誌スに係  
u n r  

円 ④特別な居室料  
」  n H 担    n  

n 】    円  ⑥ 通常実施地域を超える送迎費   

⑦ 理美容代   ∫  i         芦         ．⊂     ll  
⑧ その他日常生活に必要となる費用のうち日常生活品費   

▼．＿＿ 璽 ” ”  
⑨その他日常生活に必要となる費用のうち教養娯楽費  ⑤ 特別な食事料  u  弓  

短期入所生活介護  

－－¶一一一∬－一・－・－・・－－－－一－－  巨悪  
i（再掲）（D食費・（D滞在費のうち特定入所者介護サーービス費分  

】  
③三荒諾聖霊会墓誌志孟墓墓警警書芸諾詣チ要望讐墓誌スに係  －▼ 
桓二重垂垂「 

‾‾「 

険サービスに係   

Ⅰ
事
業
活
動
収
入
（
続
き
）
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第5 収支（その2－A：事業活動支出総括（指導指針））  
指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づいた勘定科目でご記Åください  

会福祉法人会計基準に基づいて会 
総括（社会福祉法人会計基華））にご記入ください。  

第5収支（その2－B；事業活動支出  

目   金  額  
百万  

結  千         円   

＝   
（人件費は、「第4   

くたさい。）  
1 人件費 ※1  

以外は、平成18年度（平成18年）実績の1／12を記入  （1）直接介護支出禦禦禦 1  
してください。）※  

ア；拾・食材料費  

旦貢華甲旦軍 
」＿＿＿  

】り 教養娯楽費   

1エ 医薬品費  
トー¶椚 －  

】オ日年季琴  

「嘉1疲服費 l  

百■一議誌器具備品費  

ク 保健衛生費  

サ 車輌費  

…コ光熱水費  

燃料費  

本人支給金  

i（2）】般管理支出（≠成ほ圧度（二1′】】…椚某蒜㌫の…2を記入してくださいっ）※2  

ア 福利惇生費  

イ 旅費交通費  

ウ 研修  

エ 通信運搬費  

オ 事務消寿毛品費  Ⅲ
事
業
活
動
支
出
 
 

カ 印刷製  

キ 広報費  

ク 会議費  

ケ 修繕費  

保守料  

賃借料  

び建物付属設備  

巨麺？童画二  
保険料  シ′  

火災保険料  

自動車保険料（自動車損害賠償責任保険料含む）  

その他の保険料  

ス 渉外費  

七 諸会費  

ソ 租税公課  

タ 委託費（年間委託の場合は、契約全額の1／12の額を記入してください。）  

匝垂：二＝＝  
担些要撃鞋 

一【  
廃具頸洗濯・賃貸委託費  
L＋ 】  ＿＿，．．  

】 一    ＿ 廃棄物処理委託費  

▼
．
≡
 
 
■
．
．
－
一
」
 
 

■
 
 

委託費  

の他の委託費  

※1：退職給与引当金は「5 引当金繰入」ではなく、「1人件費」に含めて記入してください。  
※2・事業開始から1年に満たない場合には、事業開始からの経過月数に応じて1ケ月分を算出してください。  
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平成i9年9月分  
科  目  l  金  額  

百万  千  円   

‡  

3 減価償却費 （平成18年度（平成柑年）実績の1ハ2を記入してください。）※2  

「‾‾  ”  

Ⅲ  蚤イ 車両船舶設備減価償却費  トア建物及び建物付属設備減価償却費 円         円        L ⊥  
早  
業   ！り特殊浴槽減価償却費 L  

活  拝 その他の減価償却費  

勤   き  
支  

一‾」▲’■’■＋＋■‾‾▼【】▼1、‾【‾－▲‾  

出  

√：土＝■   

－－▲・－  

再転禾高音福豆豆㌃      ‖ u          l   
既芸慧森六  

6 その他 （平成18年度（平成1∂年）実績の1／12を記入してください。）※2  

7 おむつ関係経費（購入・リース・廃棄委託等）（1～6の再掲）   l  ’l   

事業活動支出計（1＋2十3＋4＋5＋6）  

※1：退職給与引当金は「5 引当金繰入」ではなく、「1人件費」に含めて記入してください。  
※2：事業開始から1年に満たない場合には、事業開始からの経過月数に応じて1ケ月分を算出してください。  
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第5 収支（その2－B；事業活動支出総括（社会福祉法人会計基準））  

社会福祉法人会計基準に基づいた勘定科目でご記入ください。  
指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づいて会計を行っている場合には  
第5収支（その2－A；事業活動支出総括（指導指針））にご記入ください。  

平成19年9月分  

科  目  金 額  

巨万   干   円   

（人件費は、「第4給与」の「給与費等の合計（勤」の金  
1人件費支出※1額を記入してください。）  

、＝J藻1■1㌫㌢ こ‘ゝ1－○、′  班◆九ぺ1讃毒撥、ソや＝ノノ■ノン  

2 事務費支出（平成18年度（平成18年）美績の1／12を記入してください0）※2 ≡  ．．′J▲；一錠悩顎  豊監整慰    ご≧≡ヰ㌣袈裟容十  宣言：誇詳  野買洋装ぷ謀  
「テ福利面亘費  f  口         臼 ロ  
イ 旅費交通費  山  

H  

1オ器具什器費  トゥ研修費         凹         ≒ェ消耗品費  n  L    」 】 ＿、…1＿＿▼】 n            L旦印刷製本費   Lキ▲水道光熱費  ⊥  両  
ク 燃料費   

凹    ■  
凹  n            ⊥  ⊥  抗 u  

ケ 修繕費   
暮  

l  

サ会議費                シ広報 
憂，＿Ⅳ．＿】▲】，▼【＿▼▼【■．  浅近ギ退＝          ′、鴬く七  ！コ通信運搬費      円 q                           ス業務委託費（年間委託の場合は、契約金領の】／12を記入してください。）  【  n 卯  i＋＋】       同                    望迄望澄禦   

⊥  ■ n          云窮i一・ミ崇   「面藷香春露軒‾‾‾】」【▼【‾【【…一一    】【       口 リ  

「す磋画窮頭「¶■■‾‾】」【▼「  塾  
i③寝具類洗濯・賃宮裏話百 L   【  
…④廃棄物処理委託費   ⊥ 一  
「す青函委託費   H u  

窃 l n  
国   セ 手数料  

ソ 損害保険料   ⑥清掃委託費           口 q     「‾亨あ画商劇′‾‾‾‘■－－‾‾’、‾               R 担        ．惣軟骨況 再  ∬笥㍍票【渋長澤ゝ’ヱ  ：l嵩琴滞鍔、一、  械誉箆一、訂㌫㌫心・賀  
】‡①火災保険料  

H  臣「否 顧  口       」  「  
T   

臼    一⊥   ト  
」            n  」   【  

事 曇ヒ   1タ賃借料   

【チ租税公課  
”  －ヒ  ⊥        u  

しユー楚萱  ‾】‘■‾－－’■‘▼膚‾‾，‾‾－－‾‾   【  √、⊥ 】      n H      l      」   n  
lテその福経費（アニラた縮も石）   

3 事業費支出 ピ幣‘さ、）驚昨度（平成18年）実績の1／12を記入      ヾ〉パ（－打身嘉                  ・叫－ん ′，ノし漢訳岩    く  一肇       滑賢▲・箱葦≡  脛☆縫、．禦  箕ぎ対等誓治軒    ぎ澤＝醇憂毎鮎  ）蒜盗  
ア給食費   【  】   l   ＿ ］  
イ 保健衛生費  ⊥   l      ウ被服費  

」  担  

珪笠聖書費  両 †   臼 担  】  n u  

u 」⊥              カ 本人支給金      白      L   キ水道光熱費  L l   l   t      ク 燃料費          墨塗    勲滞管繋  

②その他  

一     」  酌  
①車輌分  ‖ 司  1  】    」   ⊥         L  【  】  

； 

l  顛  肇ジ崇誓㌢ 」  震志 

」  

ス就職支度費  
④そ ケ 消耗品費      ⊥               コ 器具什器費      t  【  ‾‾■「▲‾‾▼【‾      サ賃借料         濫慧整 l         l①土地       l     ■て≡㌻蓮南京示蓮砺両面疫面‾              Ⅰ   ③設備器械   1      L  岳 」【＿   の他      岳   l   シ教育指導費      T           二十十－ 」   覇   ⊂－   1「蔭療費   ソ 葬祭費      ＝「「▲∬工二   F   J   タ 雑費   口  弓 」   一」   l   チその他経費（ア～タに該当しなし、もの）        lニコ   

※1二退職給与引当金は「6 引当金繰入」ではなく、「1人件費」に含めて記入してください。  
※2：事業開始から1年に満たない場合には、事業開始からの経過月数に応じて1ケ月分を算出してください。  
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平成19年9月分  

科  目  金 額  
百万   千   円   

事   け建物及び建物付属設備減価償却費  Ⅲ  4 減価償却費 （平成18年琴（平成18年）実績の1／′12を記入してください。）※2  主、濠），■た知ぷ                        l  
業   

！イ車両船舶設備減価償却費  
括  り特殊浴槽減価償却費  

ー‾‾‾‾て 「  

勒  
！ェその他の減価償却費  

支 出   
】  

〉  山 u  

6 引当金繰入※1 （平成18年度（平成18年）実績の1／12を記入してください。）※2  二・箪料擬＊華来＝議き徳一承醐、    －ゝ1融＝！波妊整容箋   嘉招策略如こ  、坑顕瑚鰯‰   謂無死識癌   
〃；］ヒ  れ冗   lア徴収不能引当金繰天二｛  

童イ修繕引当金繰入  
！りその他引当金繰入  

l   

※1：退職給与引当金は「6 引当金繰入」ではなく、「1人件費」に含めて記入してください。  
※2二事業開始から1年に満たない場合には、事業開始からの経過月数に応じて1ケ月分を算出してください。  
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貰5 収支（その3；その他の収支）  

※介護老人福祉施設b地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及びそれと一体的に経営口会計を   
行ってしヽるサービスについてご記入ください。  

平成19年9月分  

科  目  金  額  
百万  千  円   

Ⅲ 事業活動外収入（平成用年度（用ほ年）清の…2を記入してくださいぅ）※】  

R ；1借入金利息補助金収入  
l  

L2 受取利息・配当金収入  

；3 その他の事業活動外収入 胆  u  

；事業活動外収入計  ；  
Ⅳ 事業債勒外支出（平成柑年度し平朗竺）夫竺？眉2を記入してください。）※】  

宣1借入金利息  

，（D 短期借入金支払利息  n  

】     」  l  
② 長期借入金支払利息   ▼【 「「▼  

うち建物・設備に係る借入金支払利息  

；2 その他の事業活動外支出  計        － u       n  ト   
i事業活動外支出  

V 特別収入（平成ほ年度（平成ほ年）真宗責の！／12を記入してください。）※1  

弓1施設整備等補助金収入  覇 ‡     n u  
2 施設整備等寄付金収入   二二「       n  

二3 固定資産受贈額  
岳 1  r  

4 固定資産売却益        【  
5 国庫補助金等特別積立金取崩額  1  

L 】    q l  】′－▲“■－‾1   u  6 他会計区分繰入金収入      L n  
7 会計区分外繰入金収入  

l  【山′‾‘‾   

8 その他の特別収入  】  

特別収入計  

Ⅵ 特男り支出（糊柑度（平成l昨）美鈴の1／ 
＿ 

1基本金組入額  

…2 国庫補助金等特別積立金繰入額  口   ⊥                   工二  
3 固定資産除売却損  

r4 他会計区分繰入金支出  

5 会計区分外縁入金支出  
亡二    L             塾  l      l  岳                 H  

1．うち法人本部に帰属する経費：役員報酬等  
⊥  

麿別支出計  〔6 その他の特別損失  n                      l  
※1：事業開始から1年に満たない場合には、事業開始からの経過月数に応じて1ケ月分を算出してください。   
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第5 収支（その4；減価償却等の状況）  
※開設主体が社会福祉法人である場合のみ記入してください。  

平成18年度又は平成18年（1年分）  

u  
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第5 収支（その5；補助金等の状況）  
地域密着型介護老 ※介護老人福祉施設D人福祉施設入所者生活介護及びそれとp体的に経営B会計を  

行ってし、るサービスについてご記入ください。  
平成18年度又は平成18年（1年分）  

堵翫首府県補助△収入   
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第6  介護予防支援6居宅介護支援に従事する介護支援専門員の勤務状況  

※介護予防支援・居宅介護支援（以下「居宅介護支援等」とし＼う。）を実施していない場合、または、居宅介護   
支援等は実施しているが今回調査対象となった施設サービスと費用が区分されている場合は記入不要  

貴事業所の常勤職員1人あた－りの   

所定労働時間※4（9月中）  

※1：施設の介護支援専門員と兼務している場合の「専従／兼務」については以下の基準で判断してください。  

・形式上施設の介護支援専門員との兼務になっているが、勤務の実態としては居宅介護支援等の介譲支援専門員業務  
のみを行っている→「専従」  

・施設の介譲支援専門員業務と居宅介譲支援等の介言蔓支援専門員業務の時間を分けることができる→「兼務」   
在宅介護支援センターと兼務している場合の「専従／兼務」については以下の基準で判断してください。  

・形式上在宅介護支援センターとの兼務になっているが、勤務の実態としては介護支援専門員業務  
のみを行っている→「専従」  

▲介護支援専門員業務と在宅介護支援センター業務の時間を分けることができる→「兼務」  
・介護支援専門員業務と在宅介護支援センター業務の時間を分けることができない→「専従」  

※2：要介護認定調査受託に関連する業務に従事した時間を含めて記入してください。  

書門■として従事した時間、在宅介護支援センター業務に従事した時間は含めないでください【 
※3：1人の利用者に複数の介護支援専門員が関わっている場合で、主たる担当者が決められる場合には、  

主たる担当者の利用者として記入してください。主たる担当者を決めがたい場合には、関わっている  
介護支援専門員の人数で按分して、それぞれの介護支援専門員の利用者として記入してください。  
（按分する場合、小数点以下第2位を四捨五入し、表記は小数点第1位まで）  

【記入例】1人の利用者に介護支援等門員A、介護支援専門員Bの2人が関わっている場合  

・介護支援専門員Aが主担当である→A：1人、Bニ0人  

・介護支援専門員Aと介護支援専門員Bが同程度関わっており、主担当を決めがたい  

→介護支援専門員の人数で按分（1÷2＝0．5） A：0．5人、B：0．5人  

※4二所定労働時間とは、貴事業所で定めた勤務時間のことをさします。  

たとえば、常勤職員の1日の所定労働時間が8時間で、9月中の所定勤務日数が20日だった場合には  

160時間（＝8時間×20日）となります。  
※この調査票に書ききれない場合は、調査票をコピーして記入してください。  
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